
一

第
百
五
十
四
号
議
案
　
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

第
百
五
十
四
号
議
案

公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　
令
和
四
年
六
月
一
日

�

提
出
者
　
　
東
京
都
知
事
　
　
小
　
　
池
　
　
百
　
　
合
　
　
子
　
　
　
　
　

公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
条
例
第
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　
第
五
条
の
二
第
一
項
中
「
ね
た
み
」
を
「
妬
み
」
に
改
め
、
「
つ
き
ま
と
い
等
」
の
下
に
「
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
位
置
情
報
無
承
諾
取
得

等
」
を
、
「
安
全
、
」
の
下
に
「
住
居
等
（
」
を
、
「
そ
の
他
そ
の
」
の
下
に
「
現
に
所
在
す
る
場
所
又
は
」
を
加
え
、
「
場
所
（
」
を
「
場
所
を

い
う
。
」
に
、
「
「
住
居
等
」
と
い
う
」
を
「
同
じ
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
、
電
話
を
か
け
」
の
下
に
「
、
文
書
を
送
付
し
」
を
加
え
、
同

項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　
八
　
そ
の
承
諾
を
得
な
い
で
、
そ
の
所
持
す
る
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
（
当
該
装
置
の
位
置
に
係
る
位
置
情
報
（
地
理
空
間
情
報
活
用
推
進

基
本
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
位
置
情
報
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記

録
し
、
又
は
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
で
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
（
同
号
に
規
定
す
る
行
為
が
さ
れ
た
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
を
含
む
。
）
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
又
は
送
信
さ
れ
る
当
該
位
置
情
報

記
録
・
送
信
装
置
の
位
置
に
係
る
位
置
情
報
を
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
。

　
九
　
そ
の
承
諾
を
得
な
い
で
、
そ
の
所
持
す
る
物
に
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
を
取
り
付
け
る
こ
と
、
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
を
取
り
付

け
た
物
を
交
付
す
る
こ
と
そ
の
他
そ
の
移
動
に
伴
い
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
を
移
動
し
得
る
状
態
に
す
る
行
為
と
し
て
東
京
都
公
安
委
員

会
規
則
で
定
め
る
行
為
を
す
る
こ
と
。

4 . 第 2 回 定 例 会



二

　
第
五
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
つ
き
ま
と
い
行
為
等
に
係
る
情
報
提
供
の
禁
止
）

第
五
条
の
三
　
何
人
も
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
つ
き
ま
と
い
行
為
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
つ
き
ま
と
い
行
為
等
の
相
手
方
の
氏
名
、
住
所
そ
の
他
の
当
該
つ
き
ま
と
い
行

為
等
の
相
手
方
に
係
る
情
報
で
つ
き
ま
と
い
行
為
等
を
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
も
の
を
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
施
行
を
踏
ま
え
、
つ
き
ま
と
い
行

為
等
の
規
制
を
強
化
す
る
ほ
か
、
所
要
の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
。


